








令和 2 年 4 月 1 日 

 

旅行業約款の一部改正に伴う正誤表 

 

九州産交バス株式会社 

 

【募集型企画旅行契約】 

内容 改正前 改正後 

（用語の定

義） 

第二条第 3

項 

 

この部で「通信契約」とは、（中略）

電話、郵便、ファクシミリその他の

通信手段（以下略） 

この部で「通信契約」とは、（中略）

電話、郵便、ファクシミリ、インタ

ーネットその他の通信手段（以下

略） 

（用語の定

義） 

第二条第 4

項 

 

4 この部で「電子承諾通知」とは、

（以下略） 

第 4 項は全文削除 

※以下を繰り上げる 

（用語の定

義） 

第二条第 5

項 

 

5 この約款で「カード利用日」と

は、（以下略） 

4 この約款で「カード利用日」と

は、（以下略） 

※項番の繰り上げ 

（電話等に

よる予約） 

第六条第 1

項 

 

当社は、電話、郵便、ファクシミリ

その他の通信手段（以下略） 

当社は、電話、郵便、ファクシミリ、

インターネットその他の通信手段

（以下略） 

（契約の成

立時期） 

第八条第 2

項 

 

 

 

通信契約は、前項の規定にかかわら

ず、当社が契約の締結を承諾する旨

の通知を発した時に成立するもの

とします。ただし、当該契約におい

て電子承諾通知を発する場合は、当

該通知が旅行者に到達した時に成

立するものとします。 

通信契約は、前項の規定にかかわら

ず、当社が契約の締結を承諾する旨

の通知が旅行者に到達した時に成

立するものとします。 
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